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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第46期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第47期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第46期 　 　

会計期間

自　平成20年
９月１日

至　平成20年
11月30日

自　平成21年
９月１日

至　平成21年
11月30日

自　平成20年
９月１日

至　平成21年
８月31日

　 　

売上高（千円） 1,721,8941,442,5747,279,323　 　

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△8,164 △154,800 79,288　 　

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△40,978△189,317△20,575　 　

純資産額（千円） 1,286,5021,083,1181,295,818　 　

総資産額（千円） 5,949,3585,965,6665,584,094　 　

１株当たり純資産額（円） 116.04 97.29 116.89　 　

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（円）
△3.67 △17.08 △1.85　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
― ― ― 　 　

自己資本比率（％） 21.6 18.1 23.2　 　

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△150,731△103,334 35,546　 　

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
41,380 △27,815 41,223　 　

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△298,369 278,921△408,438　 　

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,086,3111,305,9671,162,816　 　

従業員数（人） 476 456 455　 　

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第46期第１四半期連結累計（会計）期間及び

第46期については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第47期第１

四半期連結累計（会計）期間については、１株当たり四半期純損失であるため、また、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社における状況

　 平成21年11月30日現在

従業員数（名）
456

(93)

（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数の欄の（外書）は、臨時従業員であります。

３　臨時従業員にはパートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いています。

　

(2）提出会社の状況

　 平成21年11月30日現在

従業員数（名）
327

(92)

（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数の欄の（外書）は、臨時従業員であります。

３　臨時従業員にはパートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いています。

　

EDINET提出書類

株式会社サダマツ(E03392)

四半期報告書

 3/24



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 仕入高（千円） 前年同四半期比（％）　

宝飾品 938,732 94.9

眼鏡・眼鏡用品 15,664 100.8

時計等 1,696 46.7

合計 956,093 94.8

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）販売実績

(イ）当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 販売高（千円） 　前年同四半期比（％）

宝飾品 1,395,506 83.7

眼鏡・眼鏡用品 40,541 85.3

時計等 6,526 82.0

合計 1,442,574 83.8

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(ロ）当第１四半期連結会計期間における販売実績を店舗形態別に示すと、次のとおりであります。

店舗形態 販売高（千円） 前年同四半期比（％）　

宝飾品業態 1,300,358 83.8

眼鏡・眼鏡用品業態 32,327 91.0

宝飾・眼鏡・時計複合業態 67,533 78.9

海外宝飾品業態（維?國際有限公司） 37,966 81.0

小売計 1,438,185 83.6

宝飾品卸売業 4,388 266.3

合計 1,442,574 83.8

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は昨年より続いている世界的な不況の影響を受け、依然として不

安定な経済状況でありました。歴史的な政権交代に伴う政策が、実態経済に及ぼす影響はいまだ不透明であり、消

費環境の回復には慎重な姿勢を余儀なくされました。当社グループが属する宝飾業界におきましては、消費者の商

品に対する質やコンセプトへの満足度を求める傾向が強まるといった、不況を背景にした消費動向の変調が感じ

られつつ、厳しい消費環境が続きました。

　このような状況の中、当社グループは主要部門である㈱サダマツを中心に、新たな経営理念を実現すべく各事業

部門での変革を伴う事業推進を行ってまいりました。㈱サダマツによる国内小売事業に関しては、地方のショッピ

ングセンターに変わり都市型・百貨店型の店舗の展開は増加しましたが、当第１四半期連結会計期間末では前年

同期に比べ総店舗数が減少したことや消費マインドがますます低迷基調になったことなどから、売上高は前年同

期に比べ減少しました。売上総利益額に関しては、売上高の減少に伴い減少しました。売上総利益率に関しまして

は、原材料価格の段階的な上昇のほか、出店先商業施設での価格訴求型の施策への対応や当社の出店政策を背景に

した改装セールの実施がその要因となり、前年同期と比べて減少しました。この改装セールは、当社のショップブ

ランド別に異なる店舗運営の合理化および消費動向の変調への適応を目的とした、店名や商品コンセプト等に象

徴される店舗形態の変更に伴うものであります。一方でベトナム子会社の生産機能が向上し、同社製品の売上構成

比が高くなったことから製品原価は低減傾向にあるため、これらの売上総利益率に与えるマイナスの影響は最小

限に留められました。クリスマス商戦や年末商戦に向けた集客を推進するために前掛かりの一般宣伝広告費の投

下を行ったことなどにより販売費が増加しましたが、店舗配員の適正化を主とした人件費の減少と、賃借料や固定

家賃を主とした管理費の減少により、全般的な販売費及び一般管理費に関しましては、前年同期と比べて減少しま

した。これまでのビジネスモデルの変革の成果として、販売費及び一般管理費は効率化を一段進めることが出来ま

した。

　連結業績を構成する子会社の内、台湾の維愛国際有限公司（日本名：(有)ヴィエールインターナショナル）にお

いては、前事業年度後半に３店舗を閉鎖したため売上高は減少しましたが、当第１四半期連結会計期間初旬には、

海外ではじめての大型路面店を台北市の中心部に展開し、事業の活性化を進めてまいりました。新店舗への初期投

資が発生しておりますが、親会社㈱サダマツからの人員とノウハウの投入により既存店の売上に関しましては増

加しました。ベトナムの子会社、Ｄ＆Ｑ ＪＥＷＥＬＬＥＲＹ ＣＯ,.Ｌｔｄ.（日本名：㈱ディーアンドキュー　

ジュエリー）での事業の安定化と合わせて当社グループの連結業績への有効性を追求してまいりました。

　連結業績における営業外の損益に関しては、支払利息と為替差損が発生しておりますが、その額は前年同四半期

に比べて減少しております。特別損益に関しては、前年同期にありました固定資産除却損と投資有価証券評価損

は、発生しておらず、損失額は減少しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高1,442百万円（前年同四半期比

16.2％減）、営業損失137百万円（前年同四半期営業利益31百万円）、経常損失154百万円（前年同四半期経常損失

8百万円）、四半期純損失189百万円（前年同四半期純損失40百万円）となりました。
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(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は5,965百万円となり、前連結会計年度末に比べ381百万円増加いたしま

した。その要因は主に、商品及び製品の増加382百万円、現金及び預金の増加143百万円であります。　

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は4,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ594百万円増加いたしま

した。その要因は主に、短期借入金の増加377百万円、支払手形及び買掛金の増加287百万円であります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は1,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ212百万円減少いたし

ました。その要因は主に、当四半期純損失189百万円の計上、配当金の支払22百万円によるものであります。　

　この結果、自己資本比率18.1％となり、前連結会計年度末に比べ5.1ポイント減少いたしました。

　　　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,305百万円とな

りました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、103百万円（前年同期は150百万円の使用）となりました。その要因は主に、仕入

債務の増加292百万円、売上債権の減少116百万円による増加があったものの、たな卸資産の増加388百万円、税金等

調整前四半期純損失154百万円の計上があったことによるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、27百万円（前年同期は41百万円の獲得）となりました。その要因は主に、有形固

定資産の取得による支出31百万円があったことによるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　　

　財務活動の結果得られた資金は、278百万円（前年同期は298百万円の使用）となりました。その要因は主に、長期

借入金の返済による支出98百万円があったものの、短期借入金の純増額377百万円があったことによるものであり

ます。　　

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　　

　

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,120,000

計 30,120,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 11,387,000 11,387,000ジャスダック証券取引所
単元株式数

1,000株　

計 11,387,000 11,387,000 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

平成20年11月26日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　78（注）２　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　66,000（注）３　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　51,501（注）４

新株予約権の行使期間 自　平成21年10月１日　　至　平成51年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　51

資本組入額　　26

新株予約権の行使の条件 （注）５　

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承

認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

（注）１．新株予約権の詳細な内容は、平成21年９月14日の取締役会にて決定いたしました。

　　　２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　　　３．当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同

じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　　　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率

　　　　　また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数

を調整するものとする。

　　　４．１個当たりの行使時の払込金額であります。
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　　　５．① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役および監査役のい　ずれ

の地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとす

る。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、平成50年10月1日以降

においては新株予約権を行使することができるものとする。

　　　　　② 上記に拘わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使すること

ができるものとする。ただし、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

　　　　　・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転　

　　　　　　計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決

　　　　　　議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認または

　　　　　　決定がなされた日の翌日から15日間

　　　　　③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約（以下「新株予約権割当契約」という。）に定め

る条件による。

　　　　　④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。　

　　　６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。

以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再

編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約

権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

　　　　　①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

　　　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

          ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

　　　　　　再編成対象会社の普通株式とする。

　　　　　③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

　　　　　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、前述の３．に準じて決定する。

　　　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上

　　　　　　記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

　　　　　　とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

　　　　　　再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

　　　　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　　　　　前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日または組織再

　　　　　　編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使

　　　　　　することができる期間の満了日までとする。

　　　　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　　　　　　ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

               項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端

               数は、これを切り上げる。

　　　　　　ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

　　　　　　　 金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　        ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

            譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
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　        ⑧新株予約権の取得の事由および条件

　　　　　　以下のⅰからⅴに定める議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

            の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、

            取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

　　　　　　ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　　　　　ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　　　　　ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

　　　　　　ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

　　　　　　　 についての定めを設ける定款の変更承認の議案

          　ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

　　　　　　　 認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

               とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年９月１日～

平成21年11月30日
― 11,387,000 ― 743,392 ― 550,701

　

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませ

んので、直前の基準日である平成21年８月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

　 平成21年８月31日現在

区分 　株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 301,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,078,000 11,078

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準的な株式

単元未満株式 普通株式 8,000 ― 同上

発行済株式総数 　 11,387,000 ― ―

総株主の議決権 ― 11,078 ―

　

②【自己株式等】

　 平成21年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社サダマツ
長崎県大村市本町458番地９ 301,000― 301,000 2.64

計 ― 301,000― 301,000 2.64

（注）　当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は289,479株、その発行済株式総数に対する所有割合は

2.54％であります。

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
９月

　
10月

　
11月

最高（円） 87 79 70

最低（円） 70 68 52

（注）　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21

年11月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ビーエー東京監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※
 1,305,967

※
 1,162,816

受取手形及び売掛金 471,702 589,225

商品及び製品 2,542,278 2,160,270

原材料 289,090 288,241

繰延税金資産 6,418 16,592

その他 100,840 103,393

貸倒引当金 △1,601 △1,708

流動資産合計 4,714,696 4,318,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 195,209 181,040

減価償却累計額 △93,610 △88,135

減損損失累計額 △13,238 △13,238

建物及び構築物（純額） 88,360 79,666

機械装置及び運搬具 57,145 60,560

減価償却累計額 △26,458 △26,602

機械装置及び運搬具（純額） 30,686 33,958

工具、器具及び備品 120,446 113,433

減価償却累計額 △73,331 △69,117

減損損失累計額 △1,168 △1,168

工具、器具及び備品（純額） 45,946 43,146

土地 140,963 140,963

リース資産 9,169 －

減価償却累計額 △275 －

リース資産（純額） 8,893 －

有形固定資産合計 314,850 297,735

無形固定資産

リース資産 5,510 －

その他 20,283 19,309

無形固定資産合計 25,794 19,309

投資その他の資産

投資有価証券 96,990 97,474

繰延税金資産 165,179 178,058

差入保証金 516,226 533,542

役員に対する長期貸付金 － 3,381

その他 136,436 140,017

貸倒引当金 △4,968 △5,177

投資その他の資産合計 909,864 947,297
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

固定資産合計 1,250,510 1,264,343

繰延資産 460 920

資産合計 5,965,666 5,584,094

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 814,751 527,162

短期借入金 2,680,399 2,302,899

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払金及び未払費用 347,549 284,286

未払法人税等 6,865 44,182

賞与引当金 10,000 28,000

ポイント引当金 1,414 1,885

その他 131,835 112,275

流動負債合計 4,032,816 3,340,692

固定負債

社債 110,000 110,000

長期借入金 628,009 726,234

退職給付引当金 86,110 92,026

長期リース資産減損勘定 12,899 17,282

その他 12,712 2,040

固定負債合計 849,731 947,582

負債合計 4,882,548 4,288,275

純資産の部

株主資本

資本金 743,392 743,392

資本剰余金 550,701 550,701

利益剰余金 △155,991 55,989

自己株式 △27,096 △28,219

株主資本合計 1,111,005 1,321,863

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △288 －

為替換算調整勘定 △30,997 △26,044

評価・換算差額等合計 △31,285 △26,044

新株予約権 3,399 －

純資産合計 1,083,118 1,295,818

負債純資産合計 5,965,666 5,584,094
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 1,721,894 1,442,574

売上原価 668,667 571,485

売上総利益 1,053,226 871,088

販売費及び一般管理費 ※1
 1,021,885

※1
 1,008,956

営業利益又は営業損失（△） 31,341 △137,867

営業外収益

受取利息 1,669 33

受取家賃 285 285

協賛金収入 387 －

その他 254 799

営業外収益合計 2,596 1,118

営業外費用

支払利息 14,335 11,280

社債利息 247 467

社債発行費償却 460 460

社債保証料 487 188

為替差損 26,422 5,614

その他 148 41

営業外費用合計 42,101 18,051

経常損失（△） △8,164 △154,800

特別利益

ポイント引当金戻入 702 471

貸倒引当金戻入額 173 141

受取補償金 － 90

特別利益合計 875 703

特別損失

店舗閉鎖損失 ※2
 1,937

※2
 2,859

固定資産除却損 1,844 －

投資有価証券評価損 4,698 －

その他 27 18

特別損失合計 8,507 2,877

税金等調整前四半期純損失（△） △15,795 △156,975

法人税、住民税及び事業税 12,952 9,093

法人税等調整額 12,120 23,248

法人税等合計 25,073 32,342

少数株主利益 109 －

四半期純損失（△） △40,978 △189,317
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △15,795 △156,975

減価償却費 16,274 22,042

株式報酬費用 － 4,017

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 △5,882

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,148 △18,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △702 △471

貸倒引当金の増減額（△は減少） 64 △33

投資有価証券評価損益（△は益） 4,698 －

その他の特別損益（△は益） 3,781 4

為替差損益（△は益） 12,900 3,736

受取利息及び受取配当金 △1,669 △33

支払利息及び社債利息 14,582 11,747

繰延資産償却額 460 460

売上債権の増減額（△は増加） 161,527 116,590

たな卸資産の増減額（△は増加） △355,669 △388,200

仕入債務の増減額（△は減少） 137,170 292,972

その他の資産の増減額（△は増加） △20,171 4,460

その他の負債の増減額（△は減少） △18,979 68,355

小計 △92,660 △45,209

利息及び配当金の受取額 1,669 33

利息の支払額 △14,582 △11,747

法人税等の支払額 △45,157 △46,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,731 △103,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △15,517 △31,819

差入保証金の差入による支出 △1,665 △145

差入保証金の回収による収入 60,942 17,152

その他の支出 △1,222 △7,877

その他の収入 251 2,546

無形固定資産の取得による支出 △1,407 △7,671

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,380 △27,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 440,000 377,500

長期借入金の返済による支出 △52,669 △98,224

社債の償還による支出 △660,000 －

自己株式の取得による支出 △14,050 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 12

配当金の支払額 △11,648 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー △298,369 278,921

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,704 △4,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,424 143,150

現金及び現金同等物の期首残高 1,499,735 1,162,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,086,311

※
 1,305,967
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　  該当事項はありません。　

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

繰延税金資産の算定方法　 　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等かつ一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前

連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年８月31日）

※　当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。

　当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に

係る借入金未実行残高等は次のとおりです。

※　当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりです。

当座貸越極度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 2,080,000千円

差引額 20,000千円

当座貸越極度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 1,880,000千円

差引額 220,000千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

給与・賞与 354,470千円

賞与引当金繰入額 13,000千円

退職給付費用 4,257千円

地代家賃 276,781千円

広告宣伝費 62,082千円

賃借料 55,812千円

法定福利費 47,905千円

販売促進費 30,253千円

販売手数料 23,546千円

減価償却費 14,531千円

給与・賞与 341,398千円

賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 3,890千円

地代家賃 256,409千円

広告宣伝費 86,251千円

賃借料 51,604千円

法定福利費 51,278千円

販売促進費 28,743千円

販売手数料 25,072千円

減価償却費 20,794千円

※２　店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。 ※２　店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 1,758千円

原状回復費 179千円

原状回復費 2,859千円

　 　

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,086,311千円

現金及び現金同等物 1,086,311千円

現金及び預金 1,305,967千円

現金及び現金同等物 1,305,967千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結累計期間末（平成21年11月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　

平成21年11月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

　

普通株式（株） 11,387,000 　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

　

普通株式（株） 289,479 　

　

３　新株予約権等に関する事項　

　　ストック・オプションとしての新株予約権　

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　提出会社　3,399千円

　

４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月27日

定時株主総会
普通株式 22,171 2.00平成21年８月31日平成21年11月30日利益剰余金

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　宝飾品等の小売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　宝飾品等の小売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　本邦売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　本邦売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　投資有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

１．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容　

会社名 提出会社

付与対象者の区分及び人数
取締役　　４名

監査役　　１名　

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式　　66,000株

付与日 平成21年９月30日

権利確定条件 該当ありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自　平成21年10月１日　　至　平成51年９月30日 

権利行使価格 １株当たり　1円

付与日における公正な評価単価 １株当たり　51.501円

 （注） 株式数に換算して記載しております。　

　

２．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費               4,017千円

　

　 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年８月31日）

１株当たり純資産額 97.29円 １株当たり純資産額 116.89円

（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年８月31日）

純資産の部の合計金額（千円） 1,083,118 1,295,818

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
3,399 ―

（うち新株予約権） (3,399) (―)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産

額（千円）
1,079,719 1,295,818

１株当たり純資産額の算定に用いられた四

半期（期末）の普通株式の数（千株）
11,097 11,085

　

２　１株当たり四半期純損失

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失 3.67円 １株当たり四半期純損失 17.08円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、

１株当たり四半期純損失であるため、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、

１株当たり四半期純損失であるため、また、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純損失

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純損失

（千円）
40,978 189,317

普通株式に係る四半期純損失（千円） 40,978 189,317

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 11,166,917 11,085,653

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　 

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年８月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度

末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年１月14日

株式会社サダマツ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 原　伸之

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 車田　英樹

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社サダマツの平成20年９月１日から平成20年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に

対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手

続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サダマツ及び連結子会社の

平成20年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以　上

　

　
（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年1月14日

株式会社サダマツ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 車田　英樹

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 谷田　修一

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社サダマツの平成21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年９月１日か

ら平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に

対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手

続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サダマツ及び連結子会社の

平成21年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以　上

　

　
（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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